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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度（長寿医療制
度）は、７５歳以上（一定の障害が
ある方は６５歳以上）の方の医療費
を国民みんなで支える制度です。

医療費負担の仕組み

公費（国、都道府県、市町村）約５割＋
後期高齢者支援金（現役世代の負担）約４割＋
高齢者からの保険料１割
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特
別
徴
収
の
方
は
、
平
成
２０
年
４
月
か
ら
年
金
受
給
月
ご
と
の
納

付
（
天
引
き
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

４
月
〜
８
月
で
年
金
天
引
き
し
た
仮
徴
収
額
が
、
７
月
に
本
算
定

さ
れ
た
平
成
２０
年
度
の
年
間
保
険
料
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、
そ
の

差
額
に
つ
い
て
還
付
し
ま
す
。

な
お
、
平
成
２１
年
の
４
月
〜
８
月
の
仮
徴
収
額
は
、
平
成
２１
年
２

月
と
同
額
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。（
保
険
料
額
の
変
更
の
あ
る
方
に
は
、

別
途
通
知
し
ま
す
）
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被
用
者
保
険
の
本
人
で
あ
っ
た
方
は
、
７
月
か
ら
普
通
徴
収
と

な
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
は
、
１０
月

か
ら
特
別
徴
収
へ
移
行
し
ま
す
。

�

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
は
、
９
月
ま
で
は
保
険

料
が
か
か
ら
ず
、
１０
月
か
ら
徴
収
（
普
通
徴
収
又
は
特
別
徴
収
）

し
ま
す
。

�
�
��
�
 
!
"
#
$%
&
�
'
(
)
*
�

�

４
〜
５
月
に
７５
歳
に
な
ら
れ
た
方
は
、
国
民
健
康
保
険
な
ど
の

医
療
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
変
わ
り
、
７
月
か
ら
後

期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
の
普
通
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

�

６
月
以
降
７５
歳
に
な
ら
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、
誕
生
日
で
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
変
わ
り
、
保
険
料
に
つ
い
て
も
順
次
（
概
ね

２
か
月
後
）、
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

医
者
に
か
か
る
と
き

�

原
則
１
枚
の
被
保
険
者
証
（
名
刺
サ
イ
ズ
の
保
険
証
）
で
受
診

で
き
ま
す
。
な
お
、
か
か
っ
た
医
療
費
の
一
部
を
負
担
し
ま
す
。

○

一
般
の
方
…
…
…
…
…
…
…
…
１
割
負
担

○

現
役
並
み
所
得
が
あ
る
方
…
…
３
割
負
担

※

平
成
１９
年
中
の
所
得
に
よ
り
、
負
担
割
合
が
変
更
に
な
る
方
に

は
、
８
月
か
ら
新
た
な
被
保
険
者
証
を
発
行
し
ま
す
。

入
院
時
の
患
者
負
担
額
の
軽
減
に
つ
い
て

�

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が
入
院
し
た
場
合
、
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
提
示
に
よ
り
、「
入
院
時
の
患
者
負
担

額
」
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
は
、
有

効
期
限
が
平
成
２０
年
７
月
３１
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
交

付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

各
種
申
請
に
つ
い
て

�

医
療
の
給
付
や
葬
祭
費
な
ど
は
、
今
ま
で
ど
お
り
各
市
町
の
担

当
窓
口
で
申
請
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
町
民
課
保
険
医
療
係
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愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
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